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１．原子力安全・保安院について１．原子力安全・保安院について

原子力安全・保安院原子力安全・保安院 (NISA)(NISA)

3

院長

次長

審議官（総括及び核燃料サイクル担当）

審議官（実用発電用原子炉担当）

審議官（原子力安全基盤担当）

審議官（産業保安・核物質防護担当）

首席統括安全審査官

企画調整課（国際室・業務管理官室）（院の事務の統括、院の職員の任免、予算、国際協力の事務等）　

原子力安全技術基盤課（新型炉規制室）
（技術に関する基本制度の企画・立案、もんじゅに対する安全規制）　　

原子力安全特別調査課（安全情報申告、訴訟の事務等）　

原子力安全広報課（広聴・広報活動、保安検査官、防災専門官の業務管理）　

（鉱山・石炭の
保安等）
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原子力防災課（原子力事故故障対策室、核物質防護対策室）（原子力災害対策）　

核燃料ｻｲｸﾙ
規制課

（加工、再処
理等の規制）

原子力発電安全審査課
（耐震安全審査室）
（実用炉の設置許可等）

原子力発電検査課
（高経年化対策室）
（実用炉の検査、
保安規定認可等）　

核燃料管理
規制課

（中間貯蔵、

輸送等の規
制）　

放射性廃棄物
規制課

（総合廃止措置
対策室）

（廃棄、廃止措置の
規制等）

（クリアランス対策室）
（ｸﾘｱﾗﾝｽの確認等）

原子力保安検査官事務所（２１カ所）　 産業保安監督部等　

泊（実用炉）

東通（実用炉）

六ヶ所
（加工、再処
理、廃棄）

女川
（実用炉）

福島第一
（実用炉）

福島第二
（実用炉）

柏崎刈羽
（実用炉）

東海・大洗
（実用炉、加工、
再処理、廃棄）

横須賀（加工）

浜岡（実用炉）

志賀（実用炉）

敦賀
（実用炉、開
発段階炉）

美浜（実用炉）

大飯（実用炉）

高浜（実用炉）

熊取（加工）

上斎原（加工）

島根（実用炉）

伊方（実用炉）

玄海（実用炉）

川内（実用炉）

北海道産業保安監督部

関東東北産業保安監督部
東北支部　

関東東北産業保安監督部

中部近畿産業保安監督部

中部近畿産業保安監督部
近畿支部

中国四国産業保安監督部

中国四国産業保安監督部
四国支部　

那覇産業保安監督事務所

九州産業保安監督部

保
安
課

（産業保安グ
ループの基本
的政策の企画・
立案、火薬類・
高圧ガス・石油
コンビナートの
保安）

◆原子力に係る安全と産業保安の確保を一元的に実施。
◆現地に原子力保安検査官事務所や各地方に産業保安監督部。

合計８０３人【平成19年10月現在】　

本　　　院： ４４３人
監督部等： ３６０人　

産業保安
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• 全国9ヶ所に設置（3支部と
那覇事務所を含む）

• 2005年4月1日に通商産業
局（当時）の一部門と鉱山
保安監督部（当時）を統合

• 電力（原子力を除く）、都市
ガス、火薬類、高圧ガス、
鉱山等に関する安全確保
が目的

• 監督・検査等の業務を実施

産業保安監督部産業保安監督部
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２．高圧ｶﾞｽ保安法の概要２．高圧ｶﾞｽ保安法の概要
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高圧ガス保安高圧ガス保安法の趣旨法の趣旨

• 圧力という、物理的な力に伴う潜在的
　危険性から、公共の安全を確保

– 消防法は燃焼という化学的危険性を対象
– 労安法は職場の労働者の安全を対象

高圧ガス

常に破裂の潜在力がある状態が高圧
であり、安全のためには圧力が確実
に閉じこめられることが大前提

（毒性や可燃性などの追加の危険性
のある高圧ガスは、さらに厳重管理）
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高圧ガス保安法高圧ガス保安法

第１条　（目的）

　　　この法律は、高圧ガスによる災害を防止する
ため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他
の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を
規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保
安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な
活動を促進し、もって公共の安全を確保すること
を目的とする
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「高圧ガス」とは「高圧ガス」とは
1. 圧縮ガス
① 常用の温度で圧力1MPa以上
② 温度35℃で圧力1MPa以上

2. 圧縮アセチレンガス
① 常用の温度で圧力0.2MPa以上
② 温度15℃において圧力0.2MPa以上

3. 液化ガス
① 常用の温度で圧力0.2MPa以上
② 0.2MPaとなる温度が35℃以下

4. 液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸
化エチレン
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高圧ガス保安高圧ガス保安法の特徴法の特徴

製造 貯蔵

移動

廃棄

高圧ガスの製造・輸入から貯蔵、販売、移動、消費、廃棄に
至るまで、ライフサイクル全般にわたって安全規制

29,972 11,699

販売

消費

75,412
数値は許可・届出事業者数（平成19年3月末時点）
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主な規制の内容主な規制の内容

1. 製造、貯蔵、販売等の許可制、届出制
2. 高圧ガス施設の検査の受検、自主検査
3. 技術上の基準の遵守
4. 保安教育の実施、保安責任者の配置
5. その他

　→違反した場合の、許可取消し、改善命令、業務
停止命令、罰則の適用等
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高圧ガス保安の歴史高圧ガス保安の歴史

1907

我が国で高圧ガス
の工業生産開始

1922
圧縮瓦斯及液化
瓦斯取締法公布

（内務省＝警察行
政の一環）

1951
高圧ガス取締法
公布

（通商産業省＝
産業行政の一環）

1963

法改正

自主保安の導入

高圧ガス保安協
会の設立

1996

高圧ガス保安法
に名称変更

性能規定化

認定制度の導入

1986

法改正

コンビナート等保
安規則の制定

指定検査機関制
度の導入

2005
民間規格の導入

初期の事故発生

利用拡大に伴う
事故増加

コンビナート災害

規制緩和
の流れ



12

３．火薬類取締法の概要３．火薬類取締法の概要

火薬類規制の基本的考え方

物理的特性から
　爆発危険性・・・他の危険物との違い（事故は一瞬のうちにすべてを破壊する）
　　　燃焼・爆燃　　火炎の伝播速度は音速より遅い　
　　　爆ごう　　　　　火炎の伝播速度（爆速）は音速より速い（衝撃波が生じる）
　　　　　　　　　　　　　　音　速　　　　　　　３４０　ｍ／ｓ
　　　　　　　　　　　　　　ＴＮＴの爆速　　７１４０　ｍ／ｓ
　　　　　　　　　　　　　　ＲＤＸの爆速　　８４００　ｍ／ｓ

社会的影響から
　犯罪・テロへの対策
　　　盗難防止
　　　銃弾については、公安委員会が銃器ともに一元管理
　　　爆発物については、爆発物取締罰則で処罰
　　　テロ対策については、国際的組織犯罪防止条約銃器議定書を担保（検討中）
　　　プラスチック爆弾については、探知剤を規定

火薬類取締法
高圧ガス保安法

爆風圧

火　炎

爆発飛散物

火薬

　①硝酸塩を主とする火薬（黒色火薬など） ・・・打揚煙火の揚薬、導火線の心薬

　②硝酸エステルを主とする火薬（無煙火薬など）　　 ・・・小火器、砲弾の発射薬、ロケット推進薬

　③その他推進的爆発の用途に供せられる火薬（過塩素酸塩を主とする火薬など）

爆薬

　①起爆薬（ＤＤＮＰ、アジ化鉛、テトラセンなど）

　②硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬（硝安油剤爆薬、含水爆薬など）

　③硝酸エステル（ニトログリセリン、ニトログリコール、ペンスリットなど）

　④硝酸エステルを主とする爆薬（ダイナマイトなど）

　⑤ニトロ基を３以上含むニトロ化合物（ＴＮＴ、テトリル、ＲＤＸなど）

　　及びこれらを主とする爆薬（ＴＮＴ系爆薬、アマトール、コンポＢなど）

　⑥液体爆薬（液体酸素爆薬など）

　⑦その他破壊的爆発の用途に供せられる爆薬

火工品

　①工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管

　②実包及び空包

　③信管及び火管

　④導爆線、導火線及び電気導火線

　⑤信号焔管及び信号火せん

　⑥煙火その他火薬又は爆薬を使用した火工品

火工品
　火薬・爆薬を使用して、ある目的に適するように加工したもの

電気雷管

信　管

導火線

実　包

信号火せん信号焔管

火薬類取締法の概要

１．火薬類取締法の目的

　火薬類取締法（以下「火取法」という。）は、火薬類（火薬、爆薬、
火工品）の危険性に着目し、その製造、販売、貯蔵、運搬、消費
その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、
公共の安全を確保することを目的としている。

　　　　・・・すべての取扱を規制し、火薬類の動きを監視（譲渡・譲受（第１７条））

製造
第３条

輸入
第２４条

販売
第５条

貯蔵
第１１条

運搬
第１９条

消費
第２５条

廃棄
第２７条
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主な規制の内容主な規制の内容

1. 製造、貯蔵、販売等の許可
2. 製造施設等の検査の受検
3. 技術上の基準の遵守
4. 保安教育の実施、保安責任者の配置
5. その他

　→違反した場合の、許可取消し、改善命令、業務
停止命令、罰則の適用等
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４．事故情報の収集４．事故情報の収集
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「高圧ガス「高圧ガスによる事故による事故」」の届出の届出
○高圧ガス保安法第６３条

　　第１種製造者、・・販売業者・・その他高圧ガス又は容器
を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨
を都道府県知事又は警察官に届け出なければならな
い。
① その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき

② その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗ま
れたとき

○高圧ガス保安法第７４条
① 警察官は、・・第６３条第１項の規定による届出を受理したときは、
すみやかに、その旨を当該都道府県知事に通報しなければならな
い。

② 都道府県知事は、・・第６３条第１項の規定による届出を受理し・・
たときは、・・その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
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「「火薬類による事故火薬類による事故」」の届出の届出
○火薬類取締法第４６条

　　製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う
者は、左の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を
警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
① その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき

② その所有し、又は占有する火薬類・・を喪失し、又は盗まれたとき

○火薬類取締法第５２条
① 警察官は、・・第４６条第１項の規定による届出を受理したときは、
すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならな
い。

② 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、・・そ
の旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
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５．最近の事故の動向５．最近の事故の動向

• 高圧ガスによる事故
• 火薬類による事故
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<高圧ガス保安法関係事故発生件数の推移>
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出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報

• 高圧ガス事故は平成12年以降増加を続け、平成19年は統計を取
り始めて以来最高の724件

• 大部分は容器の喪失・盗難だが、災害も着実に増加中

高圧ガス保安法関係事故件数の推移
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<高圧ガス保安法関係災害発生件数の推移>

0
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件
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（
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消費 その他

出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報

•高圧ガス災害のなかでは、平成14年以降製造事業所におけ
る事故が急増（消費中の事故を抜いてトップ）

高圧ガス保安法関係災害件数の推移
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<製造事業所における災害の原因別発生件数推移>
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出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報

• 製造事業所の災害を原因別に分類すると、設備上（ハード）原因に
よるもののウエイトが、運転・操作上（ソフト）原因に比し大きい。

製造事業所における災害の原因別分析
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<設備上（ハード）原因による災害発生件数推移>
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出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報

• 設備上（ハード）の原因による災害の大部分は、劣化・腐食による
ものである。

設備上（ハード）の原因による災害件数の推移
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<災害件数の現象別区分による推移>

0

50

100

150

200

250

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

件
数
（
件
）

噴出漏洩

火　　災

爆　　発

破裂・破壊

そ の 他

出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報

• 災害を現象別にみると、噴出・漏洩の割合が大きく、近年増加す
る傾向にある

災害件数の現象別区分による分析
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<運転・操作上（ソフト）原因による災害発生件数推移>
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出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報

• 運転・操作上（ソフト）の原因による災害は、認知確認ミス、誤操作
に伴うものの割合が多い。また19年は誤判断が急増した。

運転・操作上（ソフト）の原因による災害件数の推移
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• 災害は、定常運転中に加え、非定常時にも同程度の件数が発生
している。非定常の時間は非常に短く、発生確率は非常に高いと
推測される。

<製造事業所（石油精製、石油化学、一般化学）における災害の取扱状態における分類>
（昭和６２年～平成１９年の約２０年間の事故を集計）

非定常
（運転中操作）
43%

非定常
（定修・工事中）
15%

定常運転中
51%

出所：ＫＨＫ高圧ガス関係事故年報
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参考：1959年　神奈川県横浜市の火薬類製造所の爆発事故（死亡３名、負傷３８１名）
神奈川県横浜市の国道で爆薬運搬中のトラックの爆発事故（死亡４名、負傷９９名）

長野県伊那郡の煙火製造所の爆発事故（死亡７名、負傷２００名）

2000年 愛知県武豊町の火薬類製造所の爆発事故（負傷７９名）

近年の事故件数及び死傷者数

　　　火薬類事故の発生状況について
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過去５年間の種類・取扱別事故発生状況

件死 件死 件死 件死 件死 件死 件 死

16 1 0 0 - 1 9 0 1 - 3 0 0 0 3 0 - 1 13 0 1 - 5

17 2 1 - 0 5 1 1 - 1 0 0 0 1 1 0 - 1 8 2 2 - 2

18 1 0 1 - 0 4 0 0 - 0 0 0 0 0 5 0 1 - 0

19 2 0 0 - 1 7 0 0 - 0 1 0 - 0 0 0 2 0 0 - 2 12 0 0 - 3

20 5 0 1 - 2 7 0 3 - 2 0 0 0 3 0 1 - 2 15 0 5 - 6

16 0 24 0 1 - 40 0 0 0 1 0 - 1 25 0 1 - 41

17 0 20 2 - 23 0 0 0 1 0 - 1 21 0 2 - 24

18 0 32 1 5 - 36 0 0 0 1 0 - 0 33 1 5 - 36

19 4 0 2 - 2 29 0 7 - 34 0 0 0 0 0 - 33 0 9 - 36

20 1 1 0 - 0 30 0 4 - 48 0 1 0 - 0 0 1 2 1 - 4 33 3 5 - 52

16 0 1 0 - 0 0 0 2 2 - 1 0 3 0 2 - 1

17 0 4 1 - 3 0 0 1 0 - 3 0 5 0 1 - 6

18 1 1 0 - 0 1 0 0 - 1 0 0 1 0 - 1 0 3 1 0 - 2

19 0 2 0 0 - 5 0 0 1 1 - 0 1 0 0 - 0 4 0 1 - 5

20 0 3 0 0 - 1 0 0 0 0 0 3 0 0 - 1

16 1 0 0 - 1 34 0 2 - 43 0 0 0 0 2 0 2 - 1 4 0 0 - 2 41 0 4 - 47

17 2 0 1 - 0 29 1 4 - 27 0 0 0 0 1 0 0 - 3 2 1 0 - 2 34 2 5 - 32

18 2 1 1 - 0 37 1 5 - 37 0 0 0 0 1 0 0 - 1 1 0 0 - 0 41 2 6 - 38

19 6 0 2 - 3 38 0 7 - 39 1 0 0 0 1 0 1 - 0 3 0 0 - 2 49 0 10 - 44

20 6 1 1 - 2 40 0 7 - 51 0 1 0 0 - 0 4 2 2 - 6 51 3 10 - 59

産業火薬

煙火

がん具
煙火

合計

がんろう中 その他事故
種　類

   項
　　目

年

運搬中 貯蔵中 合　計

傷
（重－軽）

傷
（重－軽）

傷
（重－軽）

傷
（重－軽）

傷
（重－軽）

傷
（重－軽）

傷
（重－軽）

製造中 消費中

　　　火薬類事故の発生状況について
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６．事故情報の活用６．事故情報の活用

• 個別事案への対処
• 技術基準への反映
• マクロ動向の分析と対応

AOVAOVの作動に起因する火災事故の作動に起因する火災事故

•直接原因
– 仕切板の入替工事中にAOV起動スイッチがON
になり、AOVが開いてクエンチオイルが流出

•間接原因
– AOV作動防止のための施錠が実施・確認され
ず、駆動源の元弁閉止も安全措置として採用さ
れていなかった

三菱化学㈱事故報告書より

【個別案件への対処事例１】

• 三菱化学㈱鹿島事業所の認定取消し
（※認定：都道府県が行う検査を、事業者自らが行うことができること
　とするもの。認定完成検査と認定保安検査がある。）

• 全認定完成（保安）検査実施者あてに安全措置実施指示
① 作業中、開閉補助装置付手動弁の閉止が維持されないことにより高圧
ガス、危険物その他の安全上配慮すべき流体が作業箇所へ流出するこ
とを防止するため、作業開始時において、当該弁を施錠する、当該弁の
駆動源の元弁を閉止する等の安全措置を確実に講ずること。

② 上記安全措置を確実かつ適切に実施するため、当該安全措置の内容
及び実施者、確認者等の実施体制を明確に定め、文書化し、それにつ
いて全ての就業者に対して周知すること。

• 都道府県知事及び業界団体（石連、石化協）あてに、上記
①を第1種製造者に周知することを依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原子力・安全保安院の対応

【個別案件への対処事例１】

（平成20年2月15日付け実施）



製造工場における廃薬作業中の事故

○被害状況：重傷１名、軽傷１名

○事故の概要：

　製造工程で発生したジルコニウム系点火薬の廃薬準備作業中に、

爆発事故が発生し、従業員が罹災した。

○行政の対応：

　監督部は事故発生後ただちに担当官を現地に派遣、当該点火薬

の廃薬作業の一時禁止命令（法第４５条第２号）を発動。事故調査

を指示。

【個別案件への対処事例２】

○被害状況：重傷１名
○事故の概要：
　サルの駆除のため動物駆逐用煙火を取り扱っていたところ、誤っ
て手中で破裂させ負傷した。
○行政の対応：
　同一商品による事故が前年に３回発生していたことから、保安
院から、使用者、関係機関に対し注意喚起を行うとともに、製造
者に対して再発防止策の検討を指示した。

動物駆逐用煙火の消費中の事故

【個別案件への対処事例３】
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打揚煙火の消費基準について

　　煙火消費中の死亡事故は、筒ばね等、
打揚時に従事者が筒のそばにいるケー
スがほとんどを占めている。　
　平成１５年にも筒ばね、筒の覗き込み
と推定される３件の死亡事故が発生し
ており、打揚従事者４名が死亡。

＜検討の背景＞

　煙火消費中における打揚従事者の重大事故を防止するため、
煙火玉の大きさ（火薬の量）に応じた打揚筒からの離隔距離の
確保や防護措置の設置等を規定。

＜施行規則改正＞

【技術基準への反映事例】
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煙火の打ち揚げ煙火の打ち揚げ

直接点火（早打ち）直接点火（早打ち） 遠隔点火（電気点火）遠隔点火（電気点火）

取っ手

煙火玉

揚げ薬

点火玉

電線

点火器へ

焼き金
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（１）最近の、高圧ガス、都市ガス、ＬＰガスの各分野における事故
件数の増加を踏まえ、これら３分野に共通の要因の分析と、対策
の検討を開始。

（２）平成２０年７月、総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬
類保安分科会高圧ガス部会等３つの部会・小委員会の下に、産
業事故分析・対策検討共同ＷＧ（座長：宮村鐵夫中央大学理工
学部教授）を設置。

（３）現在までに、関係事業者等からのヒアリングを含め、６回の会
合を開催。年度内のとりまとめに向け、検討を継続中。

　

　　　産業事故分析・対策検討共同ＷＧ

【マクロ動向の分析と対応】
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７．終わりに７．終わりに
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○事故情報の収集と活用は、産業保安行政
を企画・立案・執行するうえでの基本。
○事故の動向を把握・分析してきめ細かく対
策を講じること、事故情報を知るべき人に
効果的に周知すること、特にこの２点につ
いては、今後、改善の余地大。
○本日のシンポジウムを機に、関係機関の間
で、事故情報をより一層効果的に活用する
ための議論が展開されていくことを期待。

ご 安 全 にご 安 全 に
ご清聴ありがとうございました。

Presented byPresented by

経済産業省　原子力安全・保安院　
保安課長　牧野　剛

makino-tsuyoshi@meti.go.jp
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